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会議の名称 令和５年度第１回文化財保護審議会 

開催日時 令和５年（2023 年）５月 30 日 13:30 開会  15:30 閉会  

開催場所 つくば市役所本庁舎２階 会議室 202 
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委員 

 

藤川会長、田中副会長、徳丸委員、岡野委員、大関委員、杉

原委員、川田委員、宗田委員 

その他  

事務局 

 

吉沼教育局長、坂田教育局次長、石橋文化財課長、中川文化

財課長補佐、広瀬活用係長、五十嵐保存係主任、山崎保存係

主事、中道保存係主事 
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議題 会議次第の通り 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 局長あいさつ 

３ 議事 

  （１）令和４年度事業報告について 

  （２）令和５年度事業計画について 

  （３）文化財の指定・登録・認定について 

４ その他 

５ 閉会 

 



 

 ＜審議内容＞ 

（１）令和４年度事業報告について  

事務局：【資料に基づき説明】 

宗田委員： 説明板の設置、修繕について、そういう説明板が設置されていな

い文化財は、まだ多数あるのでしょうか。また、説明板を設置していくに

あたって、順番、優先順位もあるのでしょうか。 

事務局（石橋）： 説明板の設置、修繕につきましては、市の文化財が様々ある

中で、まず指定の物件について整備していきたいと考えていて、年２件程

度行っています。問い合わせが結構あるのが桜地区のものです。旧桜村時

代の昭和 57 年ごろ、『桜村文化財ガイドブック』を作成した際に、無指定

の神社や樹木、遺跡についても、解説板をつけていったことがありました。

これが鉄に塗料を塗った解説板であるため、「傷んできているのでどうに

かしてくれないか」という話がここ 10 年ほど来ています。ただ、その際に

は、指定物件の解説板をまず整備しているということで、撤去か、そのま

ま現地に置かせてもらうか、というのは選択でお願いしている次第です。 

指定文化財でまだ解説板が付いていないものの数は把握できていないの

ですが、10、20 とか、そういう単位で残っているかと思います。以上です。 

藤川会⾧： どういう順番で解説板を付けていくのか、この先計画は何かある

のでしょうか。 

事務局（石橋）： 文化財の中でも例えば、お堂の中にあるようなものや、実際

に見るのが難しいものについては、盗難防止の観点もあり、優先順位が後

ろになっています。そのため、外にあって、実際に見学もできるものを優

先して設置しているということになります。以上です。 

藤川会⾧： 他にはいかがでしょうか。 

岡野委員： 資料中の「文化財の保存」のなかの２番（２）の大曽根薬師堂と北

太田天部立像の改修というのは、具体的にどのようなことをやったのでし



 

ょうか。 

事務局（広瀬）： 天部立像の方は、説明板自体は設置されていたのですが、も

う文字が薄くなって見えなくなっていましたので、文章をそのままで、上

から新しいものを貼り直しました。 

岡野委員： 薬師堂や天部立像そのものを修理したわけではないということで

しょうか。 

事務局（広瀬）： はい。両方とも、説明板です。 

大関委員： 同じく２番の文化財保存の(５)のところで質問があります。田倉の

三匹獅子の獅子頭を新調するにあたって補助を行っていますが、文化財と

しての指定は無形民俗文化財で、新調したのは、有形の獅子頭ということ

でよろしいでしょうか。 

事務局（石橋）： 指定としては無形民俗文化財ですが、それに伴う道具の整備

や修繕も補助の対象になってきます。獅子頭自体は現在有形文化財ではあ

りませんが、無形民俗文化財を存続させていくのに必要な新調を行った、

ということになります。以上です。 

大関委員： そうしますと、今後は獅子舞を踊る際は新調した獅子頭を使い、

以前の獅子頭は、使わずに保存していく形になるのでしょうか。 

事務局（石橋）： はい。江戸時代の後期か幕末あたりから伝わっているもので

あり、使用によって破損してしまうと余りにももったいないため、団体の

方で「隠居獅子」として展示などに使っていきたいとのことです。 

大関委員： ありがとうございます。ちなみに、自分が県の歴史館に勤めてい

た時に、県内の獅子と狛犬の学術調査報告を出したのですが、その際に獅

子頭も、もちろん報告書の中には載ってないのですが、調査していく過程

の中で、多分茨城県で一番古い三匹獅子の獅子頭が常陸大宮で持っている

もので、これが永正のものなんですけども、つくば市は多分、基本的に３

匹獅子、あるいは ささら として伝わっているものは、この田倉のものだ



 

けで、お話にあった隠居というこの三つも、江戸の後期とのお話がありま

したけど、多分これは、もっと古いものに繋がるものではないかと思いま

す。これもあくまで参考ですが、実際には三匹獅子としてはこの田倉だけ

ですけども、獅子頭としては筑波山神社に、さらにこれよりも古い獅子頭

があります。これは三つ揃って無いのですが、一つ三匹獅子に使われたと

思われるものがあるので、きっと隠居という形で保存されていくかとは思

うんですけども。こちらの先代隠居の部分も、ぜひ有形として調査なされ

ると、つくば市にとっては貴重な文化財かと思うので、参考までにお話し

させていただきました。 

事務局（石橋）： ありがとうございます。江戸時代の後期とされているのは、

獅子頭と一緒に集落に伝わったという太鼓を修理した時に、江戸後期の元

号が入った墨書が見つかったためです。それ以来修理もしていないし、形

も古いらしい、ということで、江戸後期には遡るものと思われました。実

際の制作年代っていうのは分からないのですが、なかなか分かりようも無

いというところもあります。そのため、極端に古いのだという言い方は、

していない状況です。なかなか調べ方が分からないというのが現状です。

以上です。 

藤川会⾧： 他に、ここまでで何かご質問等ありますか。特に無ければ、先に進

めたいと思います。それでは、事務局から３番の「文化財の活用」につい

て、ご説明をお願いいたします。 

事務局：【資料に基づき説明】 

藤川会⾧： ありがとうございます。ただいまのご説明に対して何かご質問等

あればお願いいたします。 

杉原委員： 文化財展示施設の来館者数について伺いたいのですが、出土文化

財管理センターの来訪者が非常に少ないように見受けられます。歩いて移

動できる距離の平沢官衙遺跡と、来訪者数が２桁以上違っていると思うの



 

ですが、ここをうまく繋いで出土文化財管理センターの方まで動線を繋ぐ

など、活用に向けた工夫などは何かできないものでしょうか。 

事務局（広瀬）： 出土文化財管理センターは、土日が休館日となっていて、役

所と同じように平日しか空いていないため、見学者にこちらまで回ってい

ただけないというところが問題としてございます。ただ、今年度からちび

っこ博士の対象施設に加わりまして、平日だけでも、周知を重ね、施設の

知名度を上げていきたいとは考えております。 

事務局（石橋）： 少し補足させていただきます。出土文化財管理センターの役

割としては、まず発掘調査の出土品の整理作業場、出土品の保管場所とい

うのが第一義になってきます。整理作業を行うには、市の正職員が指示す

ることも必要になるため、土日開館無しでウィークデーの開館ということ

で始まっています。それに付随して、小規模ですが展示室もございますの

で、そこは一般に見てもらうようにしようということで公開施設としてい

ます。土日の開館ができていないという点では、活用面で今うまく活かせ

ていない状況ということになります。以上です。 

藤川会⾧： はい、どうぞ。 

田中委員： 今話にあった出土文化財管理センターについて、場所の表示とか

案内が周りにあまり無いと思います。実際行ってみると、幼稚園と同じ敷

地内にあって、幼稚園の入口の門に「入口はこちらです」と書いてある表

示しか見かけなかったので。もう少し官衙からも分かりやすい道案内など

があると、来館もしやすくなるのではないかなと思います。今回ちびっこ

博士の対象に加わる予定とのお話でしたので、それでしたら展示を見ても

らうというよりは、子供たちになぜ文化財を大事にしなきゃいけないのか、

あるいは文化財の保存管理はどのような手順で、どのようにするのかとい

うようなことを説明していただいた方が良いのではないかと思います。 

展示物を見るなら様々な施設が他にありますので、そうではなく「文化財



 

の管理業務」というお仕事について、興味を持ってもらえるようなパネルや

説明があると、ちびっ子博士で行くに相応しい場所になるかと思いました。

以上です。 

藤川会⾧： はい。どうぞ。 

事務局（広瀬）： 今年度の話になってしまいますが、出土文化財管理センター

は、自由に来て見学し、作業しているのを見れるように、わざとガラス張

りにしてあります。両側で作業を見てもらえるという施設になってます。 

ただちょっと中の方までは普段見ることができないため、そういった普

段見れない場所の見学ツアーと仕事体験をちびっこ博士の中で設定してい

ます。その時は文化財課職員がついて、収蔵庫で「こんなにたくさんもの

を入れるのがこの施設のメインなんだよ」といった形で案内したり、「こ

ういう作業をしていますよ」と、作業員さんが作業をしている様子を見て

もらう、という形で考えております。 

センターの方にもそういった収蔵施設があり、見学できる施設がありま

すよ、というのはこれまでも掲示して案内はしているのですが、距離があ

ることや土日に見学できないということもあって見学者伸びてないのかと

思います。 

藤川会⾧： この表の書き方をすると今のような質問が出ると思います。例え

ば、同じ表でも良いので、一番下に線を変えて表示しておくとか、少し示

し方を工夫するだけで大分、意図が違うということが伝わるんじゃないか

なと思います。それから、表示が外から見やすいところにあると大分違う

のかもしれないので、もし増やそうというなら、そういった取り組みをし

た方が良いかと思います。でも、話をお聞きしていると、来て欲しいのか

来て欲しくないのか良く分からない感じがします。あまり多くの人が来る

と整理作業に支障があるようでしたら、あえて今のままでも良いような気

もするのですが、いかがでしょうか。 



 

事務局（石橋）： はい。作業に支障があるわけではないのですが、逆に解説や

案内をすることができないので、そこに限界というか、制約があります。 

岡野委員： 人員配置などはどうなっているのでしょうか。 

事務局（石橋）： 普段は会計年度職員しかいないので、例えば出土文化財管理

センターに職員が配置されていて、お客さんが来たら案内するといったこ

とはできない状況です。 

藤川会⾧： 出土文化財管理センターの位置付けが曖昧な感じがします。本来

はここの表に入ってなくても良いくらいではないでしょうか。 

事務局（石橋）： 条例上は展示施設になっていますので、入れておくべきもの

かと思っております。表の書き方は、ご指摘があったように工夫ができる

のかもしれないです。 

杉原委員： いろいろ経緯もわかりました。今のお話でいけば、この施設とい

うのは、むしろ項目２の「文化財の保存」の方に入ってくるようなもので

はないかと聞いていて感じました。例えば八幡塚古墳の説明板を見ると、

そこから出土した埴輪の写真が載っていて、文化財管理センターにあるこ

とも書かれています。文化財を色んな人に見てもらうためのポテンシャル

はある施設だし、文化財に関心を持つ人を増やすきっかけにはなると思い

ます。施設としての特徴を踏まえた上で、先ほど田中委員が言われたよう

に、どう位置付けて、どう活用するかというところをうまく整理すれば、

こちらがコントロールできるなかでより皆に知ってもらう、活用できると

いうところにも繋がると思うので、ぜひこうしたことについても考えてい

ただいたら面白いかな、と思います。 

藤川会⾧： はい。よろしいでしょうか。そうしましたら、その次の事業計画の

方に移らせていただいてよろしいですか。それでは、令和５年度事業計画

について、事務局からご説明をお願いします。 

 



 

（２）令和５年度事業計画について  

事務局：【資料に基づき説明】 

大関委員： 旧筑波東中学に今度できるジオパーク施設の文化財展示部分につ

いて、これは文化財課の管理下になるのでしょうか。それとも、資料をジ

オパーク室に貸し出すような形になるのでしょうか。言いたいこととして

は、展示施設が１つ増えて６施設になるのか、それとも資料の貸し出しだ

け行うということになるのか、ということです。 

事務局（石橋）： 条例上の話としては、先ほど挙げた施設の中では谷田部郷土

資料館が、施設は交流センターの管理、そして展示と展示物については文

化財課が所管することになっています。そのため条例上では、文化財展示

施設の中に谷田部郷土資料館は入っていません。ジオパーク施設の文化財

展示室も、それと同じ形になるかと思います。ジオパーク推進室の方で施

設は所管、人も常駐し、その中に文化財課が内容を管轄する展示スペース

ができるという形になるかと思います。 

大関委員： 先ほどの展示施設一覧表には加わるのでしょうか。加わらないの

でしょうか。 

事務局（石橋）： 悩ましいところですが、一定数来館者が見込めるのであれ

ば、むしろ加えてもいいかなとも思います。 

藤川会⾧： よろしいでしょうか、はい、承知しました。他にはいかがでしょう

か。 

大関委員： もう一つ、今の文化財展示施設の話の関連で、谷田部郷土資料館

は茨城県博物館協会に入っていて、桜歴史民俗資料館は市町村歴史民俗資

料館連絡協議会に入っていて、別々ですよね。両館それぞれ所属していま

すが、両方とも文化財課が管理しているわけではなく、谷田部については

今の話のように展示の中身は文化財課だけれども、条例上とか管理上は違

うという形なのでしょうか。 



 

事務局（石橋）： 団体としては、どちらも文化財課で参加しています。町村合

併以来の施設が点在しているという状況があって、今回そこにジオパーク

室の展示も加わってくるということになります。以前から抱えている問題

と同じことなのですが、分散してそれぞれ個性的な展示を作るのがいいの

か、それとも統一的に管理していくのがいいか。結局はそこに関係してく

る話かと思っています。今は状況に応じた対応で、このような形になって

います。 

大関委員： ありがとうございます。これはあくまで自分の個人的な考えです

が、平沢の出土文化財管理センターも、それから平沢の歴史ひろばも、も

ちろん新しくできるジオパーク施設も含め、いずれも徒歩圏内で歩いて行

けるところにあるため、ぜひ各施設を繋いでいってほしいと思います。非

常に有益な資源で、積極的にやられていくと素晴らしいものができると思

うので、非常に期待するところが大きいです。 

事務局（石橋）： ジオパーク室の方でも、複合拠点施設からいろんなところ、

ジオサイトという言い方をしていて、平沢官衙遺跡もそこに入っています

が、あちこちに行けるようなそういう仕組みの展示も考えていますので、

そこは連携していきたいと思っています。 

藤川会⾧： では少し私から伺います。文化財サポーターの方は 30 名いらっし

ゃるとのことでしたが、平沢官衙遺跡では時々お見かけするのですが、他

はどういったところにいらっしゃるのでしょうか。 

事務局（石橋）： 文化財サポーターは桜と谷田部の資料館での説明を当初の

目的として設置しておりまして、募集の際も、桜と谷田部の研修を中心と

しています。ですので、学校からの説明依頼を受けて、我々職員と一緒に

小学校の生徒さんたちへの解説をしていただく、というような形となって

います。平沢官衙遺跡の案内所に常駐しているのは NPO の方で、市から

NPO へ管理を委託する形をとっています。平沢官衙遺跡の特別開扉の時に



 

は、その NPO の方々のなかで研修を受けていただいた方に文化財サポー

ターとして説明を一緒に手伝ってもらっています。 

藤川会⾧： 他にはよろしいでしょうか。また何かありましたら、戻っていた

だいても構いませんので、３番目の文化財の指定・登録・認定の議題につ

いて移りたいと思います。事務局から説明お願いいたします。 

 

（３）文化財の指定・登録・認定について  

事務局：【資料に基づき説明】 

藤川会⾧： 名前をつける時のルールや、今後のスケジュールについてご説明

いただきましたが、質問やご意見等あればお願いします。いかがでしょう

か。個別の物件に即して、議論を進めたいと思います。 

事務局：【資料に基づき説明】 

藤川会⾧： ご説明いただいた不殺生界碑について、名称であるとか、あるい

は指定理由、そもそも指定に値するかどうかなど、そういったご意見、ご

質問でも結構ですのでお願いいたします。 

藤川会⾧： 物件を保存のために別へ移動する場合に生じる費用についてです

が、指定にすれば市の予算から出せる、ということでよろしかったでしょ

うか。 

事務局（石橋）： 寄贈あるいは寄託を受けるという形で、市の事業として市が

用意したところに移していくということになるだろう思います。 

藤川会⾧： 逆に言うと、指定しないうちは、予算もつけようがないので微妙

なところなんですね。 

事務局（石橋）： 無指定の物件に関わろうとすると、「じゃあうちも」という

ところが出てきた場合に収集がつかなくなるということもあります。 

藤川会⾧： 移動場所等も、所有者の方と、よく煮詰めて話し合い、指定したら

すぐ運ぶようにしないと、価値があるのかと思って持っていってしまう人



 

が出てくるのも困るので、そこは早くやったほうがいいかもしれません。 

岡野委員： 移動場所を早く決めたほうがいいと思います。 

事務局（石橋課⾧）： まだ決定はしていなく、候補の一つということですけれ

ども、小田城跡案内所に持っていくのが現実的に難しいということがあり

ますので、宝篋山の案内所の敷地内などはどうだろうかというのは、思っ

ています。もちろんまだ具体的に話をしてるわけではありませんし、もち

ろん所有者さんが、動かしていいよと言っているわけではありませんが。 

藤川会⾧： いろいろ議論は尽きないところでありますが、名称は「三村山不

殺生界碑」でご異論ございませんか。場所の名前が入っているというのは

それでいいと思いますし、それからただ「結界」とするのではなく「不殺生

界碑」というように示してあるのもいいと思います。私はこれで良いかと

思いますが、ご議論ございませんでしょうか。そうしましたら、続けて今

度は立野大師堂石仏群の方のご説明お願いいたします。 

事務局：【資料に基づき説明】 

藤川会⾧： こちらの文化財は、市の認定の方認定地域文化財の候補物件とい

うことですけれども、ただいまのご説明について、ご質問とかご意見等あ

ればお願いいたします。 

大関委員： 用語について、合唱と記されていますが、これは手を合わせる合

掌ではないでしょうか。また、資料の中の用語の統一、確認が必要なのか

なと思ったのが、大師堂という呼び方です。一番は橘会の人たちが何と呼

んでいるか、というところに起因するかと思いますが、医王堂ともあるか

と思います。この橘会の人を中心とする人たちが、何と呼んでいるのかと

いうところで、自分としては大師堂の方がいいのではないかと思いますが、

大師堂と呼ばずに医王堂と呼んでるのであれば、そちらの名称も、括弧書

きなどが必要なのかなという気がします。それから用語の統一という点で、

この輪袈裟と頭巾の「帽子」という表現について、橘会の人たちは頭巾と



 

言わずに帽子と呼んでいるのであれば、それも帽子というのが正しいのか

なという気もしました。用語について、一度確認をとっておくと良いかと

思いました。 

藤川会⾧： 用語については大事な指摘かと思います。名称を付ける際にも、

やはり大師堂で良いんだという、何か確信をもって言っていただいたほう

がよろしいかと思います。ほかにはいかがでしょうか。 

德丸委員： ここではさらっと流されていますが、二十三夜講や十九夜講など

の月読信仰についてのトピックについては、今回の認定では特に触れられ

ないということでよかったでしょうか。 

事務局（五十嵐）： 今回は基本的に大師堂の中の石仏群を対象としています

が、お堂の外の方にも二十三夜講やその他の石造物などありますので、大

師堂の中の石仏群と外の石仏群を分けて考えるか、分けた場合、扱いをど

うするかは考えていく必要があると感じています。 

事務局（石橋）： 講自体を認定するかという話になってくると、おそらく講と

して残っている場所はあちこちにあるかと思います。この集落でもいくつ

か複数の講の集まりがあると。講をやっているから認定、という話になっ

てくると、対象となってくるところがかなり多くあるかと思います。なの

で、今の段階で特別性というのが小さいかと思います。ここの場合も、多

くの石仏が一堂に会して大切に扱われているところに特徴があり、地元の

人もそれを残していきたいというのが趣旨ですので、講の話はまず、切り

分けて考えたいとは思っています。大師講については、ここも石仏の謂れ

に直接関わってくることですので、付帯的な情報という扱いになってくる

のかなとは思っています。以上です。 

徳丸委員： ありがとうございます。文章の中に、弘法大師の座像は 87 躯と具

体的数値が出ているのですが、それ以外の仏像のところは何々など 88 躯と

いうふうになっていて、細かいそのリストが出てないところが少し気にな



 

りました。 

なぜ月読信仰の話をしたかというと、おそらくその二十三夜だったり十

九夜だったりで、それの化身になる菩薩や如来像は違ってくると思います

し、そこも関係しているのではないかというところが気になってので、そ

ういったところも何かトピックとして話せるのかなと思いました。あと、

筑波山麓は非常にこの二十三夜講や十八夜講とかの石碑がいっぱいあるの

で、やっぱり地元の人にそういう昔の民俗信仰というものがこの辺は盛ん

だったというのを伝える上でも、こういうところでちょっと触れておけば、

地域の人たちにそのような昔の信仰について興味を持ってもらう一つのき

っかけにもなるかな、というところが気になり、ご指摘させていただきま

した。 

藤川会⾧： ありがとうございます。他には何かございますか。 

大関委員： 資料３ʷ４の５ページについて、なぜ「橘会」なのか、由来がここ

に書かれていて、これは非常に勉強になりました。この橘川というところ

は、筑波山の方でも重要なんです。橘川にかかる橋が高麗橋という橋なの

ですが、その高麗橋を筑波山神社の境内に持っていったのが、神橋になり

ます。信仰の中では、この橘川がこの世とあの世を分ける「境界」として扱

われていて、立野と臼井を分けるというような。意味も出てきているので

はないか、ということで、非常に自分の興味のある話がここに出てきまし

たので、お話させていただきました。 

藤川会⾧： はい、ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。 

杉原委員： 橘会について、管理する会の継続性というところで、今後どうい

うふうに活動を繋いでいくかというのは一つの問題かなというふうには思

います。そういう意味では、無形ではなくて有形の方で指定するっていう

のは、あり得る選択かなというふうにも思うところです。あとこれ私は知

識がないので確認なのですが、弘法大師の石像の場合も、石体とせずにこ



 

れも石仏と総称してよろしいわけですね。 

事務局（石橋）： 例えば、『谷田部町の石仏』ですとか、どこそこの石仏、と

いう時には、やはり大師像なんかも含めて、石仏で紹介されてはいるので

すが、実際の用語として、それが正しいのかどうかというのはどうなので

しょうか。どなたかお分かりになればお願いします。 

大関委員： 弘法大師の像は扱いとしては石仏で大丈夫だと思います。例えば

今回の場合は、後ろに光背を伴ういわゆる半肉彫のものが多いかと思うの

ですが、これが基本的に丸彫りであっても、あるいは今回のようなもので

あっても、そうではなく、ただ「弘法大師」と字が書いてあるもの、これは

文字塔と言われるものになりますが、文字しかないものでも石仏は石仏で

す。ここはやはり石仏として弘法大師も扱っていいだろうし、そうじゃな

い菩薩や明王、如来の像も含めて石仏として扱っていいのではないかと思

われます。 

杉原委員： どうもありがとうございます。よく理解できました。あと１点な

のですが、大師堂の外にある。石仏等に関しては、今後は何か見通しとい

うかそういうものはございますか。 

事務局（石橋）： どういうものがあるか、もちろん調査した上でということに

はなるかと思いますけども。おそらくいろんなものがあると思います。も

しかしたら大師堂が限られるものが全部、大師講に関わっているかどうか

も正直分からないのですが、もし外にあるものが、大師堂ないし大師講に

直接関わっていない、積極的な関わりが認められないのであれば、大師堂

の中に整然と並んでいる石仏群ということで、認定するのがとらえやすい

のかなとは考えております。 

杉原委員： ありがとうございます。台帳を作成するときに、今回の認定の範

囲外かもしれませんけれども、外にあるものも一応確認をしてもらえれば、

後々生きるのではないかなというふうに思いました。以上です。 



 

藤川会⾧： ありがとうございます。他にはございますか。そうしましたら、先

ほどのお話でこの立野大師堂石仏群という名前ですけれども、本当にこの

「大師堂」でよろしいかどうかは、事務局の方でご確認いただくというこ

とで、この件に関しては認定地域文化財として手続きを進めていただくこ

とでよろしいでしょうか。名前については事務局に一任するということに

させていただきたいと思います。 

事務局（石橋課⾧）： 地域名については、立野でよろしいでしょうか。臼井の

なかの立野集落なのですが、集落の歴史に根差しているということで立野

を取りたいと考えています。それから認定名称について、例えば「田倉の

三匹獅子」ですとか、あとは天然記念物でも種が名前になっていない場合

「何とかの何々」、という名前の付け方をすることがあり、「の」を付ける

か付けないかというところがあるのですが、市の無形民俗文化財も「上境

ひょっとこ」ですとか、「田中ばやし」とか、付けない方が多いということ

もあって、今回も「の」を付けないで、「立野大師堂石仏群」としたいので

すが、この点もよろしいでしょうか。 

藤川会⾧： 市の方でその点はいろいろお考えの上で決めてらっしゃることだ

と思うので、よろしいんじゃないかと思いますが、よろしいでしょうか。 

大関委員： 大師堂のところだけちょっと確認させていただきたいところがあ

りまして、名称についてですけれども、この橘会の会則の第２条に、大師

堂という言葉が出てきていますので、それとの対応で考えると大師堂の方

が適当かなというふうにも思います。おそらく今の人達は大師堂と呼んで

いて、医王院の中に大師堂を作ったという認識なのかなと思うんですよね。

そのあたりを確認できればと思います。 

藤川会⾧： はい。よろしいでしょうか。今のこの案件の前に、昨年の事業の報

告と今年度の事業の計画についてご説明いただきましたけど、それもあわ

せてこの審議会としてお認めするということでよろしいでしょうか。その



 

他について、何か委員の皆様、事務局の方から何かございますか。特に用

意する案件が無ければ、議事案件は以上ですので進行を事務局に戻します。

どうもありがとうございました。 

事務局：ありがとうございました。 

以上 
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令和４年度事業報告について 
 

※ ( )内は令和３年度実績 

１ 文化財の調査 

（１）各種文化財基本調査事業 

   ・巨樹等調査の市民向け報告書を作成 

   ・立野大師堂に係る行事等の聞取り調査 

（２）埋蔵文化財調査・保存事業 

   ・開発等対応の試掘・確認調査 50 件(44 件)、本発掘調査３件(７件)、 

民間調査機関による記録保存調整３件(６件) 

（３）小田城跡確認調査事業 

   ・これまでの調査で出土した木製品の保存処理を継続 

（４）市史編纂事業 

・洞下古宇田家文書の目録作成 ※２か年のうち１年目 

・「旗本本多家寺具陣屋日記」の調査 

・逗子小田家所蔵の近世資料の寄贈、今鹿島村検地帳ほかの保管等 

 

２ 文化財の保存 

（１）文化財保護審議会事業 

   ・7/4、1/17 の２回開催(３回) 

（２）市管理文化財維持管理事業 

・指定文化財草刈り等 

・市管理文化財修繕０件(０件) 

・説明板設置・修繕 大曽根薬師堂・北太田天部形立像の改修２件(１件) 

（３）小田城跡保存事業 

   ・１筆、772.51 ㎡を買収(335.49 ㎡) 。Ｄ地区 

（４）金田官衙遺跡保存事業 

   ・1 筆、645.25 ㎡を買収(15,270.61 ㎡)。公有化率 100％(99.4％) 

（５）民有文化財補助事業 

   ・大塚家住宅火災報知設備管理事業、同火災報知設備修繕事業、市指定文
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化財保存事業（花室の大つげ・鹿島神社の大けやき）、無形民俗文化財

保存事業（田倉の三匹獅子）計５件(３件) 

 

３ 文化財の活用 

（１）文化財展示講座等事業 

・５/３～５/５ 平沢官衙遺跡特別開扉 

・７/23～９/30 ちびっ子博士事業。約 4,000 人(R3 短縮約 2,000 人) 

・８/20 平沢官衙遺跡万灯夏祭り。約 500 人（R3 中止） 

・７/27～９/７ 初歩からはじめる古文書講座。受講者 26 人（18 人） 

・９/17～２/１ 巡回企画展「鎌倉殿の御家人「八田知家」と鎌倉時代

のつくば」 来場者 2,469 人(1,187 人) 

11/19 体験学習ウォーキング「小田氏の本拠、小田をめぐる」を開催。 

応募者 72 人、当日参加者 22 人(12 人) 

11/27 糸賀茂男氏による講演会『「鎌倉殿」と御家人八田知家』を開催。 

応募者 288 人、当日聴講者 82 人(62 人)、 

市公式 Youtube 視聴 389 回 

・10/２ 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」スペシャルトーク in つくば 

応募者 3,143 人、当日観覧者 969 人 

・10/15 小田城秋の陣。参加者約 1,000 人 

・10/29 平沢官衙遺跡ミニコンサート。参加者約 400 人 

・１/21 小田城冬の陣・どんど焼き。参加者約 2,600 人(約 2,000 人) 

・２/４ 平沢官衙遺跡芝文字と文化財防火訓練。参加者 56 人(83 人) 

（２）学校での伝統文化教育支援事業 

  ・市内学校教諭への研修講座はコロナ禍により中止、資料を配布 

・学校への解説 14 件(２件)・出前授業３件(２件)・リモート授業１件

(２件) 

（３）文化財サポーター事業 

   ・４/20 平沢官衙遺跡で登録者等対象研修講座 18 人（７人） 

   ・10/12～12/21 第４回解説ボランティア養成講座（桜地区・谷田部地区

対象）。受講者８人(８人)、登録者計 30 人(23 人) 
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   ・ボランティアの解説等参加のべ人数 66 人(０人) ※小田城跡除く 

（４）文化財展示施設管理事業 

   ・感染症対策として入場者数や団体見学対応の制限等をしながら開館 

   ・小田城跡歴史ひろばのエアコン交換、平沢官衙遺跡歴史ひろばのエアコ

ン改修及び手洗所漏水工事、出土文化財管理センター下屋火災報知器

交換、旧豊里庁舎雨漏り対策修繕等、施設の維持管理を実施 

・小田城御城印を 10・11 月に８日間試験販売、1/28 から常時販売開始。

３月末まで３種計 1,377 枚販売 

文化財展示施設来館者数 

（５）平沢官衙遺跡再整備事業 

・平沢官衙遺跡復元建物再整備実施設計を３月に策定 

   ・市民団体等の協力を得て必要な茅材の約半分を調達 

・「平沢官衙遺跡再整備懇話会」を２回(４回)開催して内容を検討 

   ・3/4 に筑波大学主催のワークショップで柱表示について検討 

 

  単位 R4 年度 R3 年度 R2 年度 R1 年度 H30 年度 

桜歴史民俗資料館  人 3,166 2,568 1,705 8,064 7,809 

出土文化財管理センター 人 110 78 64 58 126 

平沢官衙遺跡歴史ひろば 人 42,812 38,024 35,722 50,689 46,508 

谷田部郷土資料館 人 1,731 813 505 3,948 4,591 

小田城跡歴史ひろば 人 19,231 13,888 15,317 19,853 21,204 



（千円）

合計 国県補助 起債 その他特定財源 市一般財源

当初予算額 119,821 32,749 0 3,471 83,601

決算額 107,614 27,970 0 762 78,882

増減（決算－当初） △ 12,207 △ 4,779 0 △ 2,709 △ 4,719

令和４年度当初予算額・決算額比較(歳入)



令和４年度当初予算額・決算額比較（歳出）
（単位：千円、％）

予算事業 事務事業 予算事業 事務事業 予算事業 事務事業 予算事業 事務事業 予算事業 事務事業

事業 11 文化財保護審議会に要する経費 854 文化財保護審議会事業 252 252 △ 100 △ 100 142 142 10 10 93.4 93.4 会議回数減

981 各種文化財基本調査事業 513 0 275 238 53.6 調査謝礼の不用、巨樹等委託料の減

982 埋蔵文化財調査・保存事業 12,708 2,085 14,169 624 95.8 本発掘調査委託料を増

856 市管理文化財維持管理事業 5,975 △ 720 4,675 580 89.0 管理委託料契約差金を減、修繕必要案件未発生

857 民有文化財補助事業 792 0 517 275 65.3 無形民俗文化財補助件数の減

事業 14 市史編纂に要する経費 859 市史編纂事業 1,514 1,514 △ 630 △ 630 607 607 277 277 68.7 68.7 刊行物入稿方法変更に伴う減

862 小田城跡確認調査事業 1,024 △ 862 120 42 74.1 国庫補助金減額に伴う縮小

860 小田城跡保存事業 8,122 △ 348 6,908 866 88.9 地価に応じた土地購入費の減等

863 文化財展示施設管理事業 55,486 △ 4,117 48,101 3,268 93.6 施設管理委託料契約差金等の減

1047 平沢官衙遺跡再整備事業 17,131 △ 5,699 11,360 72 99.4 補助金減に伴う減

事業 17 金田官衙遺跡に要する経費 864 金田官衙遺跡保存・活用事業 11,945 11,945 10 10 11,955 11,955 0 0 100.0 100.0

865 学校での伝統文化教育支援事業 209 0 0 209 0.0 研修中止に伴うバス賃借料等の減

866 文化財展示講座等事業 3,913 4,586 8,564 △ 65 100.8 大河ドラマ連携催事委託料等の増

983 文化財サポーター事業 237 0 221 16 93.2

※ 決算額は審査前の見込額

160 98.2

合　計 119,821 △ 5,795 107,614 6,412 89.8

事業 18 歴史文化教育・活用に要する経費 4,359 4,586 8,785

908 88.6

事業 16 文化財展示施設管理に要する経費 72,617 △ 9,816 59,461 3,340 94.7

事業 15 小田城跡に要する経費 9,146 △ 1,210 7,028

862 94.4

事業 13 文化財維持管理に要する経費 6,767 △ 720 5,192 855 85.9

事業 12 文化財調査に要する経費 13,221 2,085 14,444

予算事業 事務事業
当初予算額 補正・流用額 決算額 残額（当初＋補正等－決算） 執行率（％）

主な増減の内容
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合計 国県補助 起債 その他特定財源 市一般財源

当初予算額 119,821 32,749 0 3,471 83,601

決算額 107,614 27,970 0 762 78,882

増減（決算－当初） △ 12,207 △ 4,779 0 △ 2,709 △ 4,719

令和４年度当初予算額・決算額比較(歳入)



　　３－１　田倉三匹獅子　これまでの獅子頭 　   ３－２　田倉三匹獅子　新調した獅子頭　

１－１　薬師堂・薬師堂仏像説明板 １－２　天部形立像説明板

　２－１　鹿島神社の大けやき　剪定前 ２－２　鹿島神社の大けやき　剪定後
　

資料1-3　

令和４年市指定文化財保存事業



平沢官衙遺跡万灯夏祭り
（8/19）

小田城秋の陣（10/21）
スポーツ鬼ごっこ風景

ちびっ子博士連携　夏休
み体験（8/2）
拓本作成風景

資料1-4　

令和５年度文化財活用事業
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令和５年度事業計画について 

 

１ 文化財の調査 

（１）各種文化財基本調査事業 

   ・指定・登録等候補物件の調査 

   ・洞下村古宇田家文書の調査及び目録の作成を継続 

（２）埋蔵文化財調査・保存事業 

   ・各種開発等に伴う取扱事務・調査を継続（件数は増加傾向が続いている） 

（３）小田城跡確認調査事業 

   ・出土品保存処理業務を継続 

（４）市史編纂事業 

   ・「つくば市史史料集第 18 編 寺具陣屋日記（仮称）」の刊行 

 

２ 文化財の保存 

（１）文化財保護審議会の開催 

   ・指定・認定候補物件の検討等、３回開催予定 

（２）市管理文化財維持管理事業 

   ・必要な維持管理業務を継続 

   ・小田城跡の一部での住民と連携した草花による環境美化を継続 

（５）民有文化財補助事業 

   ・大塚家住宅火災報知器点検、民有文化財活動への補助 

   ・市指定民俗文化財「田倉の三匹獅子」の用具整備を予定 

（３）小田城跡保存事業 

   ・Ｂ地区１筆 192 ㎡の買収 

（４）金田官衙遺跡保存事業 

   ・市債償還金に係る国庫補助金手続きのみ継続 

 

３ 文化財の活用 

（１）文化財展示講座等事業 

   ・巡回企画展と関連する講演会、体験学習会を秋期に開催。内容は未定 



資料 2-1 

- 2 - 

 

・古文書講座を初級と中級に分け、初級を８月～９月に４回、中級を 1月～２ 

月に４回開催 

   ・その他、平沢官衙遺跡や小田城跡での催事を、見直しを加えながら実施 

（２）学校での伝統文化教育支援事業 

・ 市教育研究会社会科研究部との共催により、教員を対象とした社会科研修・

巡検会を予定 

   ・生涯学習推進課が実施する「ちびっ子博士事業」（7/22～８/31）に参加。昨

年度までの平沢官衙遺跡・小田城跡・桜歴史民俗資料館・谷田部郷土資料館

に、出土文化財管理センターを追加。センターでは勾玉づくり等体験学習。 

（３）文化財サポーター事業 

   ・ボランティア登録者等を対象とした研修会を開催 

（４）文化財展示施設管理事業 

   ・必要な維持管理業務を継続 

（５）平沢官衙遺跡再整備事業 

・令和３年度に基本計画・基本設計を策定し、令和４年度に実施設計、５年度

から８年度に実物大復元建物の改修を主体とした再整備工事を実施 

・３年目となる今年度は、土倉の茅葺き屋根の改修工事に着手 

・国庫補助金の減額等に対応しながら、年次計画を調整していくことが必要 

・「史跡平沢官衙遺跡再整備懇話会」に意見を聴きながら進行 



（千円）

合計 国県補助 起債 その他特定財源 市一般財源

令和４年度 119,821 32,749 0 311 86,761

令和５年度 162,887 50,338 0 562 111,987

増減（R5－R4） 43,066 17,589 0 251 25,226

令和４年度・令和５年度当初予算額比較(歳入)

※このほか、R5年度歳入として、財政課計上のR3年度起債の償還金に充当する国庫補助金747千円を計上。



令和４年度・令和５年度当初予算額比較（歳出）
（単位：千円、％）

予算事業 事務事業 予算事業 事務事業 予算事業 事務事業 予算事業 事務事業

事業 11 文化財保護審議会に要する経費 854 文化財保護審議会事業 252 252 228 228 △ 24 △ 24 90.5 90.5 市教職員等委員分報酬の減

981 各種文化財基本調査事業 513 414 △ 99 80.7 悉皆調査委託料の減

982 埋蔵文化財調査・保存事業 12,708 14,583 1,875 114.8 会計年度任用職員の期末手当等の増

856 市管理文化財維持管理事業 5,975 6,258 283 104.7 施設管理委託料の増

857 民有文化財補助事業 792 792 0 100.0

事業 14 市史編纂に要する経費 859 市史編纂事業 1,514 1,514 694 694 △ 820 △ 820 45.8 45.8 刊行物印刷製本費の減

862 小田城跡確認調査事業 1,024 706 △ 318 68.9 保存処理出土品の点数の減

860 小田城跡保存事業 8,122 11,712 3,590 144.2 土地購入での補償費等の増

863 文化財展示施設管理事業 55,486 58,583 3,097 105.6 労務・資材単価増に伴う施設管理委託料の増等

1047 平沢官衙遺跡再整備事業 17,131 64,073 64,073 374.0 再整備工事着手による増

865 学校での伝統文化教育支援事業 209 289 80 138.3 教員研修用バス賃借料の計上

866 文化財展示講座等事業 3,913 4,318 405 110.4 会計年度任用職員の期末手当等の増

983 文化財サポーター事業 237 237 0 100.0

事業 80 金田官衙遺跡に要する経費 864 金田官衙遺跡保存・活用事業 11,945 11,945 0 0 △ 11,945 △ 11,945 0.0 0.0 公有化完了に伴い歳出無

予算事業 事務事業
R４当初予算額 Ｒ５当初予算額 増減（R5－R4） 割合（R5/R4）

主な増減の内容

113.4

事業 13 文化財維持管理に要する経費 6,767 7,050 283 104.2

事業 12 文化財調査に要する経費 13,221 14,997 1,776

135.8

事業 16 文化財展示施設管理に要する経費 72,617 122,656 50,039 168.9

事業 15 小田城跡に要する経費 9,146 12,418 3,272

111.1

合　計 107,876 162,887 55,011 151.0

事業 17 歴史文化教育・活用に要する経費 4,359 4,844 485
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（千円）

合計 国県補助 起債 その他特定財源 市一般財源

令和４年度 119,821 32,749 0 311 86,761

令和５年度 162,887 50,338 0 562 111,987

増減（R5－R4） 43,066 17,589 0 251 25,226

令和４年度・令和５年度当初予算額比較(歳入)

※このほか、R5年度歳入として、財政課計上のR3年度起債の償還金に充当する国庫補助金747千円を計上。
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文化財指定・地域文化財認定について 

 

１ 対象物件 

（１）市指定有形文化財（工芸品）候補 

つくば市小田地内所在 (仮)三村山不殺生界碑 

（２）市認定地域文化財（有形民俗文化財）候補 

 つくば市臼井地内所在 (仮)立野大師堂石仏群 

 

２ 指定・認定の要件 

（１）指定・認定の要件 

 ・ 指定等の対象とする年代は、国が有形文化財登録にあたり 50 年以上経 

ていることを目安として示しており、これに準ずる。 

・ 指定等の全般的な判断基準を決めることは、今後の課題とする。 

・ 今回は候補物件が指定・認定の趣旨に合っていること、類例との比較に 

より価値が認められること、今後も長期にわたり保存ができること、所有 

者の同意が得られていることを、主な要件とする。 

（２）指定・認定制度の趣旨 

 ・ 指定制度は、現状変更等への規制と補助金制度により当該文化財をその

まま伝えていく制度で、物件には特に高い価値が求められる。 

 ・ 認定制度は、指定文化財には至らない物件も幅広く文化財として認めて

周知を図ることで、積極的な活用等を促す制度で、規制はほとんどないが

補助制度もない。 

（３）指定等判断にあたっての要点 

・ 指定にあたっての判断の要点は、種別での年代の古さ、希少性、歴史的

事件との関わり、歴史・文化的な学術資料としての重要性、保存状況等と

する。 

 ・ 認定地域文化財は、指定に準じた観点から歴史・文化的な重要性を有し

ているかを判断していく。 

 

４ 指定・認定物件の名称 

・ 指定等名称の付け方に決まりはなく、国・県・市でも細部では異なる。 

 ・ 有形文化財は所在地に関わらず価値を有するため、地域名を付けること 

は少ない。一方、史跡や名勝、天然記念物、民俗文化財では、所在地と価 

値が直結していることから、地域名を付けることが多い。 

 ・ 名称の重複を避けることや、物件の内容を示すため、有形文化財であっ 

ても地域名や内容に関わる名称等を付けた方がいいとする意見もある。 
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５ 指定・認定候補物件の検討 

  資料 3-2・3-3 参照 

 

６ 指定・認定の日程・手続き案 

10 月頃まで  指定では所有者から申出書・同意書、認定では申請書を収受 

10 月頃    教育委員会で指定の諮問、認定の意見聴取を議決又は報告 

11 月頃    教育委員会発、審議会会長宛文書で、指定では諮問、認定で 

は意見聴取 

11・12 月頃  諮問・意見聴取の回答について審議会で検討 

12 月頃    審議会会長名で答申・意見書を作成、委員に確認 

12 月頃    審議会会長発、教育委員会宛文書で、答申書・意見書を収受 

12・１月頃  教育委員会で指定・認定を議決、決定 
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文化財指定・地域文化財認定について 

 

１ 対象物件 

（１）市指定有形文化財（工芸品）候補 

つくば市小田地内所在 (仮)三村山不殺生界碑 

（２）市認定地域文化財（有形民俗文化財）候補 

 つくば市臼井地内所在 (仮)立野大師堂石仏群 

 

２ 指定・認定の要件 

（１）指定・認定の要件 

 ・ 指定等の対象とする年代は、国が有形文化財登録にあたり 50 年以上経 

ていることを目安として示しており、これに準ずる。 

・ 指定等の全般的な判断基準を決めることは、今後の課題とする。 

・ 今回は候補物件が指定・認定の趣旨に合っていること、類例との比較に 

より価値が認められること、今後も長期にわたり保存ができること、所有 

者の同意が得られていることを、主な要件とする。 

（２）指定・認定制度の趣旨 

 ・ 指定制度は、現状変更等への規制と補助金制度により当該文化財をその

まま伝えていく制度で、物件には特に高い価値が求められる。 

 ・ 認定制度は、指定文化財には至らない物件も幅広く文化財として認めて

積極的な活用等を促す制度で、規制はほとんどないが補助制度もない。 

（３）指定等判断にあたっての要点 

・ 指定での他物件との比較の要点は、種別での年代の古さ、希少性、歴史

的事件との関わり、歴史・文化的な学術資料としての重要性等とする。 

 ・ 認定地域文化財は既認定物件が少なく比較ができないが、指定に準じた 

観点から歴史・文化的な重要性を有しているかを判断していく。 

 

４ 指定・認定物件の名称 

・ 指定等名称の付け方に決まりはなく、国・県・市でも細部では異なる。 

 ・ 有形文化財は所在地に関わらず価値を有するため、地域名を付けること 

は少ない。一方、史跡や名勝、天然記念物、民俗文化財では、所在地と価 

値が直結していることから、地域名を付けることが多い。 

 ・ 名称の重複を避けることや、物件の内容を示すため、有形文化財であっ 

ても地域名や内容に関わる名称等を付けた方がいいとする意見もある。 

 



 

資料 3-1 

５ 指定・認定候補物件の検討 

  資料 3-2・3-3 参照 

 

６ 指定・認定の日程・手続き案 

10 月頃まで  指定では所有者から申出書・同意書、認定では申請書を収受 

10 月頃    教育委員会で指定の諮問、認定の意見聴取を議決又は報告 

11 月頃    教育委員会発、審議会会長宛文書で、指定では諮問、認定で 

は意見聴取 

11・12 月頃  諮問・意見聴取の回答について審議会で検討 

12 月頃    審議会会長名で答申・意見書を作成、委員に確認 

12 月頃    審議会会長発、教育委員会宛文書で、答申書・意見書を収受 

12・１月頃  教育委員会で指定・認定を議決、決定 



 

資料３－２ 

市指定文化財候補物件「(仮)三村山不殺生界碑」について 

 

１ 概容 

   小田集落内に所在しているが、当初造立された場所から運ばれたと推測

される。高さ 1.5ｍ、幅 1.3ｍ、厚さ 0.13ｍで、筑波変成岩で造られてい

る。「建長五年 癸丑／三村山／不殺生界／九月十一日」の銘文がある。 

西大寺の高僧であった忍性は、真言律宗の関東布教の先駆けとして、建

長４年(1252)に三村山極楽寺に入る。この石碑は、忍性の下向直後の建長

５年(1253)９月 11 日に、三村山極楽寺で不殺生の結界がなされたことを

伝えている。類似するものとして、土浦市の般若寺には同年 7月 29 日

に、東城寺には９月 29 日に、それぞれ結界がなされたことを伝える石碑

がある。本石碑は、般若寺や東城寺の石碑と同様に、忍性が三村山極楽寺

を律寺として環境整備していったことを裏付ける歴史資料といえる。 

 

２ 進捗状況 

   所有者と対面で協議し市指定への同意の意向を確認。現地での保管か、

市への寄贈・寄託として移動するかは検討したいとのことで、当面は現地

で保管し、指定後に検討していく方向となっている。 

 

３ 指定について 

 以下の理由から、指定することが相応しいと考える。 

・ 鎌倉時代中期の建長五年(1253)に製作された板碑で、年号の刻まれた石

造物としては市内最古、鎌倉時代の年号を有するものは市内唯一である。 

・ 律宗の高僧忍性の三村山極楽寺での活動を示す歴史資料である。 

・ 中世の東関東に広まった石造物文化が律宗の影響を強く受けたこと 

を具体的に示す物件である。 

 ・ 三村山極楽寺の活動を示す小田地区の鎌倉時代の石造物のうち、石造宝

篋印塔・石造地蔵菩薩立像・石造灯篭は県指定、石造五輪塔は市指定であ

る。また、土浦市所在で建長五年の銘を持つ東城寺結界石は県指定であ

る。これらの石造物と重要性を比較した場合や、他の市指定の板碑と比較

しても遜色はないと考えられる。 

 

４ 指定名称（案） 

   「三村山不殺生界碑」とする。碑の性質を示す「三村山不殺生界」の銘

文に、物件の種別を示す「碑」を付ける。地域名を直接付けてはいない
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が、「三村山」の銘から旧在地が推測でき、他の指定されている板碑との

区別が容易である。 

  〇類例での指定等名称 

   ・東城寺結界石（県指定文化財）考古資料、茨城県土浦市東城寺 

   ・結界石   （県指定文化財）考古資料、茨城県土浦市（般若寺） 

   ・結界石   （県指定文化財）建造物、広島県世羅郡世羅町 

   ・竹林寺結界石（未指定）石造遺物、奈良県生駒市（竹林寺） 

   ※ 結界とは、「区域を制限する意」であり、大きな意味ではその範囲

に含まれる。しかし、一般的に「結界石」とは、「大界外相」などと

記され、修行の場などの区域を区画したものであり、不殺生界を区切

った本碑とはやや意味が異なる。 

 

５ 課題 

   碑面の剥離に対する対策を含めた管理の方法や、公開の場所や施設など

の調整が必要となる。 



 

資料 3-3 

市認定地域文化財候補物件「(仮)立野大師堂石仏群」について 
 

１ 概容 

   つくば市臼井の立野児童館南側に位置している「大師堂」に納められ

た、江戸時代後期から明治時代の弘法大師像 87 軀、如来・菩薩・明王像

88 軀で構成される。 

   伝承では天保３年(1832)に立野の皆川重兵衛が四国八十八ケ所霊場第一

番霊場・霊山寺から持ち帰った土で医王院境内の土地を清めて弘法大師像

を安置したことに始まり、地域の大師講の信仰対象となったとされる。 

大正２年(1913)には「新四国八十八ケ所弘法大師尊霊場」として筑波山

南麓に巡拝経路を整備し大師像を分散配置したが、その後、太子堂に収め

られるようになった。 

群を構成する石仏の造形には共通性が高く、真壁や上ノ室などやや遠方

の地名が刻まれたものを含んでいる。現在、大師堂と石仏は立野区会が所

有し、地元住民で構成される「橘会」（現在は６名）が、弘法大師の月命日

である 21 日に集まり石仏の袈裟を作るなどの行事や、日常的な維持管理を

行っている。この集まりはコロナ禍で約３年中断していたが、令和５年度

から再開している。 

 

２ 進捗状況 

  「橘会」の活動について聞取り調査を実施 

 

３ 認定について 

 以下の理由から、認定が相応しいと考える。 

・ 江戸時代後期から明治時代にかけて製作されたものである。 

・ 立野集落で盛んであった大師講を象徴しており、現在でも地区住民によ

る講の流れに関わる行事の対象となっている。 

・ 石仏 175 軀が堂内に整然と並んでいる状況は、市内でも珍しい。 

・ 現在に至る経緯が明らかで、地域の歴史を物語る資料となっている。 

・ 住民は文化財として知られることで石仏群を保存していきたいと望んで

おり、認定制度の趣旨に合致している。 

 

４ 認定名称（案） 

   「立野大師堂石仏群」とする。有形文化財ではあるが、立野地区に根差

した信仰を伝える民俗文化財であることから、「立野」の集落名を付け

る。また、物件の性質を示す呼称としては、無形である講の活動ではな

く、有形の石仏多数が堂内に整然と保管されている状況の希少さを重視

し、「大師堂」を付ける。 

 

５ 課題 

 ・ 地域文化財を構成する個々の石仏を特定し、台帳を作成すること。 
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「(仮)立野大師堂石仏群」及び「橘会」に関する聞き取り調査報告書 

 

〔調査地区名〕 

つくば市臼井立野地区 

 

〔地区の概況〕 

 臼井立野は筑波山山麓に位置する地区である。現在多くの家が田畑を所有してお

り、稲を主に育てているが、兼業農家や委託農家が殆どである。またみかんなど柑橘

系の栽培を行う家もあり、後述する橘会の名称の由来にもなっている。地区内の多く

は筑波山神社の氏子で寺の檀家は少なく、葬式も神式で行う。「皆川」「菊池」姓の

家が多い。 

 祭事地区内で行われるとして立野児童館に安置されている蔵王権現像を祀る村祭り

が 11 月 3 日に開催される。地区内には大師講のほかに二十三夜講や十八夜講（以前は

十九夜講とよばれた）、伊勢講などが存在していたとされ、特に伊勢講と十八夜講が

現在でも行われている。 

 

〔大師堂〕 

  地区の中央には立野児童館があり、その敷地内の大師堂（医王堂とも）と呼ばれる

建物が存在する。建物は平成 4 年の改修によって一部を残してトタンで覆われてい

る。大師堂の床はコンクリート製であり、また電灯が無く薄暗い印象を受ける。入り
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口付近には「ポックリ地蔵」と呼ばれる地蔵や不動明王像、二十三夜講の石碑などが

置かれている。 

 古くは墓地であったといわれ、大師堂建立の際は墓地を南にずらしたとされるが詳

しくは分からない。 

 

〔大師講の歴史〕 

  臼井立野地区には大師講について概ね以下の歴史が記憶されている。 

 

・天保 3 年（1832）皆川重兵衛が荒廃した立野地区を憂えて巡礼に行き、四国八十八ケ

所霊場第一番霊場・霊山寺に財施をして土を持ち帰る。その土で立野の医王院境内の土

地を清めて弘法大師像を設置する。以降、「新四国八十八ケ所弘法大師尊霊場」と呼ば

れ地域の大師講の信仰対象となる。 

  

・明治５年（1872）神仏分離令によって医王院が廃寺となったため、普門寺に財施の上

で大師像を置く。 

  

・大正２年（1913）東京の大師講団体から、「新四国八十八ケ所」として巡拝したいと

の連絡を受け、筑波山南麓（筑波、沼田、国松、上大島、臼井、臼井六所地区、神郡、

神郡館地区、臼井立野地区）の住民が協議し、八十八ケ所霊場にならいに大師像を分散

配置して巡拝経路を設ける等の整備を行う。 
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・大正４年（1915）：整備したものの東京の大師講信徒の参詣は無く、巡拝したいと申

し入れてきた団体からの連絡も途絶える。分散配置した像も雨風に晒され破損してきた

ため、立野地区の住民が協議し、立野地区に配置した石仏を医王院本堂に安置する。そ

の後、他の地区のものも順次集めて本堂に納める。 

 

〔石仏〕 

 橘会には石仏の伝来について以下の文章が残されている。 

 

─伝来 百八十年前地区の荒廃を憂えた立野地区の皆川重兵衛氏が四国八十八ヶ所を

巡礼し、三十六番礼所である青龍寺（高知県土佐市）より大師像を勧請そして集落や

近隣の有志から浄財を募り百八十二体もの石像大師を建立。 

 二十一世紀に入ってもなおこの筑波山麓の地域の人々に訪れる人々に「ぽっくり大

師」と愛され続けているお堂に並ぶ石佛の前に立つと思わず笑みがこぼれる 

合唱─（「立野の大師様」橘会蔵） 

 

 大師堂の中には 175 体の石仏が安置されている。石仏は二体一対であり（片方が紛

失しているものもある）、それぞれ弘法大師の座像（87 体）と様々な仏像（明王像や

大日如来像、千手観音像など 88 体）とのセットとなっている。大師像が前面に置か

れ、その後ろに明王像などが置かれると言う配置になっており、後者には仏像を奉納
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した人物や家名が掘り込まれている。また大師堂の中央には臼井立野の大師講に大き

く貢献した人物として皆川重兵衛を祀る像が置かれている。弘法大師像は橘会が制作

した輪袈裟と帽子を着ている。 

 石仏が製作された時期については、年号が刻まれていない物も多く、全てを特定す

ることは難しい。調査では「明治廿九年」と刻まれた石仏が見られた他、聞き書きか

ら皆川重兵衛が大師像を勧請した天保 3 年（1832 年）当時は 8 体の石仏が存在したと

の話を聞くことができた。 

    

〔実施主体〕 

橘会  

  医王堂内の石仏を管理する会。平成 25 年に地区内の女性菊池つよい氏によって創設

される。現在のメンバーは以下 7 名である。 

 

皆川キヨコ氏 (昭和 9 年 3 月生) 

皆川カヅエ氏  (昭和 9 年 12 月生) 

皆川キミコ氏 (昭和 22 年 5 月生) 

皆川ミチコ氏 (昭和 23 年 6 月生) 

吉井ムツコ氏 (昭和 35 年 1 月生) 

他 2 名 
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〔実施日〕 

毎月 21 日（令和 5 年 4 月からは不定期） 

 

〔橘会〕 

 平成 25 年に菊池つよい氏によって創設された会。つよい氏はすでに亡くなっている

が、創設当時を知る皆川キヨコ氏は石仏が大師堂に放置され、古くなった輪袈裟を何

重にも着せられている様子が「みすぼらし」くて「可哀想」だったため、新たに石仏

の管理を行う必要を感じていたと語っている。橘会最初の仕事は古い輪袈裟を取り除

き、新しい帽子と輪袈裟を用意することであった。 

 女人講というわけではないが、現在の橘会は 7 人の女性のみによって活動してい

る。会員数は一番多い時で 13 人で、男性も在籍した。橘会設立の由緒として以下の記

述が残されている。 

 

─筑波山麓の屋敷に空地にそして水田に畑に柑橘類を盛んにうえている。筑波山麓を

みかんの里にしたいと願い地区全体ですすめている。 

 四季を通じて緑濃いみかんの葉は、秋に色づく黄金の実は本当に美しく香りもよ

い。 

 昔をたどれば田井の郷土誌に臼井と立野の中ほどに流れる大きな沢に橘川という名

が記されている。流れる水はみかん（橘）の香りがしたためとある。 
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 偶然にも今に生きる立野を立野のお大子様をそして蔵王様を大好きな仲間にその名

に因んで橘会と名づける。 

 いつまでも普く光り橘のごとく香しくなることを約束しましょう 

 平成二十五年一月二十一日 菊池つよい─ 

 

会則等は特に定められていなかったが、つくば市への認定文化財登録を目指すため

令和 5 年 3 月 15 日に 8 条から成り立つ橘会規約が承認されている。以下詳細であ

る。 

 

・第一条:名称 

 名称を橘会と称し、事務所を代表者宅に置く。 

 

・第二条:目的 

 立野老人会より大師堂の維持管理を継承し信仰の普及に努める。 

 

・第三条:経費 

 経費は構成会員より毎年 4 月に 1000 円を一括集金する 

 

・第四条:役員 

 会には次の役員を置く 
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 代表 1 名 会計 1 名 

 

・第五条:役員の選出 

 役員の選出は下記により行う。 

 年に 1 回行われる打合せ会で、話し合いにより選任する。 

 

・第六条:役員の任期 

 役員の任期は下記により行う 

 代表、会計の任期は 1 期 2 年とする。 

 ＊代表、会計の再任は 2 期を限度とする。 

 

・第七条:会員 

 立野地区（立野区会）に住む方とする。 

 

・第八条:打合せ会 

 年に 1 度打合せ会を行い下記の事項を決める。 

 1.会の会計について。 

 2.会の行事予定、または行事内容の検討。 

 3.その他会員よりの意見について。 

 4.管理作業日、会合日の設定。 
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 5.その他重要事項について（ある場合）。 

 

〔活動の詳細〕 

 橘会のメンバーは毎月 21 日の午後 1 時に大師堂へ集合する。大師堂の入口で合掌し

て堂内にはいる。最初の作業は掃除である。堂内の床を箒ではいたり、石仏が置かれ

ている壇上を雑巾などで拭いたりして汚れや埃を除去する。その後堂内の花瓶に切花

を挿す。切花に用いる花は各々持ち寄るが、特に橘会会員のミナカワキヨ氏の場合は

自宅の庭に生えている四季折々の花を挿すという。 

 以上が済むと、立野児童館にて石仏に着せる「頭巾」と「輪袈裟」を制作する。制

作には各自持ち寄った布等を使う。特に皆川キヨコ氏は裁縫が得意で、自分の衣服や

小物入れなどを日頃から作っているので、多くの布を持参する。裁縫道具を駆使して

手縫いで製作していくため、一度に作ることのできる輪袈裟の数は限られている。帽

子作りはより難しく、皆川キヨコ氏にしか作る事はできない。また一日中頑張っても

10 個つくるのが精一杯だという。そのため一回に作る輪袈裟の量について漠然とノル

マを設けており、十分な数を作り終えたらビニール袋に入れておく。制作の間は会費

で買ったお茶やお菓子を食べながら談笑する事が常である。制作が終わった後もこう

した談笑はしばらく続き自然と解散となる。1 年を通して制作した頭巾と輪袈裟は新

年最初の会である 1 月 21 日（令和 6 年以降は漠然と“正月中”に行うとされる）に石仏

に着せられる。また大師堂前で合唱の所作をするほかには読経などの宗教的な行為を

行う事はない。 
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 橘会における活動は令和 2 年からコロナウィルスの影響で中断しており、令和 5 年

3 月現在の石仏にかけられている輪袈裟は令和元年に作製されたものである。橘会の

メンバーは令和 5 年 4 月から活動を再開している。石仏に掘り込まれた家名には橘会

会員の実家や親戚筋のものが見られる。調査では「先祖が残した石仏はしっかり手入

れしたい」という会員たちの意見を聞くことができた。また聞き書きを通して感じら

れる雰囲気はとても和やかであり、会員にとって橘会という場は石仏を守るだけの場

ではなく、近所同士で集まりお茶と一緒に団欒できる「楽しい」場所であると言うこ

ともわかる。橘会の後継に関しては地区内で声かけを行なっている。会員曰く後継の

心配はしていないとのことである。 

  

 

〔老人会〕 

   橘会が発足する平成 25 年以前は、老人会と呼ばれる団体が石仏の管理を行ってい

た。老人会は平成 4 年の大師堂と立野児童館改修が行われる以前から活動を行ってお

り、当時の大師堂と立野児童館は藁葺き屋根で児童館には囲炉裏が設置されていた。

活動内容の詳細は不明であるが、橘会と同じように石仏に着せる笠や輪袈裟の制作は

行われていたようである。ただし帽子の制作と輪袈裟の取り替えは行っておらず、毎

年新しい輪袈裟を前年のものの上に重ねていたようである。橘会創設当時は一つの石

仏に対して 65 枚もの輪袈裟が被せられていたと皆川キヨコ氏は語る。 
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 大正２年に地域に分散配置された石仏を大正 4 年に皆川蔵吉氏が中心になって石仏

を現在の大師堂へ集めている。その時皆川蔵吉氏は現在のつくば市神郡地区に位置す

る普門寺の住職から教えを乞いつつ、石仏の配置や祭祀方法の整備を進めたとされ

る。 

 大師堂の近隣に住む皆川キヨコ氏によれば老人会が開かれる日の大師堂からは楽し

く談笑する声や日本舞踊などの演目を行う音、手拍子が夜まで聞こえていたという。

橘会会員吉井ムツコ氏の祖母は老人会のメンバーであり、老人会に出かける祖母の様

子を語っている。 

「祖母はいつも老人会がある日は玄関先で「今日はあるから行ってくるよ」とだけ言

ってさっさと出て行くんです。（中略）昔は今より何にもなくて出掛けるのもそうそ

うできなかったから、ほかに楽しみもなかったんでしょうね。毎度の老人会が相当楽

しいんだなぁと思ったものです。」（令和 5 年 3 月 ヨシイムツコ氏） 

 以上のようにヨシイムツコ氏やミナカワキヨ氏の語りから老人会も橘会と同じよう

に、集落内の「楽しみ」としての性格も有していたことがわかる。 

 

〔所見〕 

1. 聞書きや会員の態度から現在の橘会は大師講であるが、他の大師講等と比べて宗

教的な性格は弱いと思われる。現在の橘会員に檀家はおらず仏教徒を自認してい

るものは存在しないこともその一因であるかもしれない。しかし会員のすべてが

石仏を大切に扱っており、「お地蔵さま」「大師様」と敬意を込めて呼称してい
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る姿から、決して信仰心が無いわけではないと考えられる。石仏を管理しようと

いう意思は立野地区において老人会から橘会へ確かに受け継がれており、今回認

定地域文化財として申請したのも橘会員の文化財を大切にする意思の表出である

と言える。 

 

2. 茨城県内には現在廃れたものも含めて数多くの新四国八十八ヶ所が存在している

〔小嶋 1996〕。中でもつくば市松塚に存在する作蔵山延命院東福寺を中心とした

「新四国東福寺桜川八十八ヶ所霊場」（以下、桜川八十八ヶ所と呼称）と臼井立

野地区の大師講は深い関係にあった可能性がある。神郡地区に存在する普門寺は

桜川八十八ヶ所の一つであり毎年 3 月 30 日から行われる東福寺住職を先達とした

巡礼の対象となっている〔渡瀬 2016〕。明治 5 年（1872 年）に行われた臼井立

野医王院の廃寺によって普門寺には大師堂が建立されてから大正四年（1915 年）

までの間、現在の立野に存在する石仏が設置されていた。その間も東福寺桜川八

十八ヶ所巡礼は普門寺を訪れていたことから東福寺と立野の大師講はなんらかの

形で交流していた可能性がある。勿論、さらなる調査研究が必要となるが、今回

の調査では臼井立野地区の大師講は桜川流域における新四国巡礼の重要な基点に

なっていた可能性が示唆された。 
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付記：聞き取り調査及び本報告書の作成は、つくば市教育局文化財課が関口東亜氏

（筑波大学大学院）に依頼し、実施した。 
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会 議 録 

会議の名称 令和５年度第２回文化財保護審議会 

開催日時 2023 年 11 月 24 日 午前 10 時 00 分 開会 正午 閉会  

開催場所 小田小交流プラザ 

事務局（担当課） 教育局文化財課 

 

出 

席 

者 

 

委員 

 

藤川会長、田中副会長、德丸委員、杉原委員、岡野委員、大

関委員、川田委員、毛塚委員、宗田委員、黒江委員 

その他  

事務局 

 

石橋文化財課長、中川文化財課長補佐、広瀬活用係長、五十

嵐保存係主任 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 なし 

非公開の場合はそ

の理由 

 

議題 

 

 

(1) 令和５年度事業中間報告について      

(2) 市指定有形文化財の指定に関する諮問について    

(3) 市認定地域文化財の認定に関する意見聴取について 

(4) 三村山不殺生界碑の現地視察 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事 (1) 令和５年度事業中間報告について      

(2) 市指定有形文化財の指定に関する諮問について    

(3) 市認定地域文化財の認定に関する意見聴取について 

(4) 三村山不殺生界碑の現地視察 

４ その他 

５ 閉会 
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＜審議内容＞ 

（１） 令和５年度事業中間報告について 

事務局：【資料に基づき説明】 

宗田委員： 筑波山ゲートパークがオープンし、文化財の展示も拝見させてい

ただいたなかで気になったのが、近くにある北条中台古墳群のことです。

中台古墳の現地に実際に行くと、説明などが何もなく、入る道も分かりに

くく、せっかく展示で紹介しているのにもったいない気がします。 

事務局（石橋課⾧）： 北条中台一号墳は大きな石室が露出していて、中台古

墳群のなかでも１，２を争う規模のものです。筑波国一帯を治めた王様の

ものとも言われるくらいの古墳なのですが、今、石室がある土地自体は市

の土地になっていて、市文化財課の方で管理しています。解説板の設置は

指定文化財を優先して実施しているのですが、中台１号墳への解説板の設

置についてもなるべく早期にできるよう検討していきたいと思います。 

毛塚委員： これまでコロナの影響で実施できなかった社会科巡検を実施でき

たことは非常に良かったと思います。教員は毎年 100 人くらい採用されて

いるそうで、私のまわりでも若い先生がとても多く入ってきています。今

回参加した教員からも、参加して良かったとの声がありますので、今後も

継続して実施していただければと思います。小田城で行ったスポーツ⿁ご

っこも、こういう機会を設けて子供たちに来てもらい、場所を知ってもら

うことは重要だと思います。今後も様々なイベントでの使用を考えていた

だけると良いと思います。 

事務局（石橋）： 小田城秋の陣については、キッチンカーの出店や筑波消防

署の音楽隊による演奏など、ごった煮な面もありますが、それでも人が集

まってくれれば良いなと思っています。スポーツ⿁ごっこをやろう、とな

ったのは、小田城ということで、陣取り合戦の要素を交えて「ここがお城
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である」ということが印象付いたらという意図があります。参加者も募集

の段階で定員に達するような感じでしたので、続けていければいいなと思

います。 

藤川会⾧： 埋蔵文化財の調査件数の増加について、何らかの対応は必要かと

思いますが、いかがでしょうか。 

事務局（石橋）： 令和２年度くらいから調査件数の蓄積が始まり、その間に

現場ができる人材を確保できなかったというところが大きいです。今年、

埋蔵文化財の専門職が２人入り、専門のフルタイム会計年度職員にも来て

いただいているという状況です。新規採用の２人に任せられることがまだ

あまり増えていなく、ようやく現場を任せ始めた段階にあるため、この２

人の成⾧にかかってくる部分もあるかと思います。あとは、作業員さんが

あまり集まらないという問題もあります。複数班体制にすると１か所の現

場にあまり人員を割けないというところもあるので、予算を確保し、十分

な人手を確保するとともに、本調査については予算を確保した上で委託に

出すことも予定しています。民間発掘会社に市が委託できる仕事としては、

個人住宅の本発掘があります。本来的には国の補助を受けて市が直営で実

施するのですが、市が単独で費用負担をしてでも、蓄積件数の減と職員の

⾧時間労働への対処を図っていきたいと考えています。短期的にすぐ解決

できることでは無いにしろ、できることをやっていければと思います。ま

た、局⾧も気にしているため、局を挙げて対応したいと思います。 

 

（２） 市指定有形文化財の指定に関する諮問について 

事務局：【資料に基づき説明】 

岡野委員： 結界石を文化財指定して、市に贈与してもらうわけにはいかない

のでしょうか。 

事務局（広瀬）： 今の所有者の方が、すぐに結界石をどかしたいというわけ
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ではないそうです。 

事務局（石橋）： 所有者の方も、やはり先代の方が覆屋を建てて大事にして

いたものなので、すぐにどこかに移したり、ほかの人に譲ったり、という

ことは考えていないそうです。今後もし移す時の候補地としては極楽寺の

なかかと思いますが、いずれにせよ小田のなかで考えていきます。 

徳丸委員： 用語の確認ですが、概要のところで筑波変成岩とあるのですが、

これは「筑波変成岩類」でなくて大丈夫でしょうか。 

杉原委員： 『筑波の文化財』という本では黒雲母片岩と書いてあって統一さ

れてないので、言い方は統一したほうがいいかと思います。徳丸先生が言

われたように、筑波変成岩類を構成している様々な石があるなかの一つが

黒雲母片岩ということになります。そのあたりの言い方はやはり統一して

おかないと読む方が混乱しますし、石の呼び名は「筑波変成岩類」にする

のか、特定された「黒雲母片岩」にするのか、考えて統一したほうがいい

のではないかと思います。経年劣化で脆く、黒っぽい見た目はまさに黒雲

母を多くんでいるからで、そのために面状に剝がれやすいというのは黒雲

母片岩の特徴です。保護する上でも、「この石が黒雲母片岩だから」とい

うのが理由の一つになってくるかと思いますので、そうしたところを意識

するのであれば「黒雲母片岩」にすれば、保護する上でも筋が通るかと思

います。さらに高熱で焼かれるとホルンフェルスという風化にも強い石に

なります。 

事務局（石橋）： 「黒雲母片岩」ということで考えていきたいと思います。 

藤川会⾧： では、文化財の指定については、諮問を承認するということでよ

ろしいでしょうか。 

委員一同同意 

藤川会⾧： それでは、答申の案文についても審議したいと思います。読み上

げますので、文章としておかしいところはないか確認いただければと思い
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ます。（答申案文読み上げ） 

事務局（石橋）： ここに岩石の種類について「黒雲母片岩」と入ることにな

ります。 

藤川会⾧： 分かりました。他にはよろしいでしょうか。では、最終版は後日

事務局からお送りいただきます。 

 

（３） 市認定地域文化財の認定に関する意見聴取について 

事務局：資料に基づき説明 

大関委員： 目録について確認させていただきたいところがあります。123 番

について、座像なのか立像なのか抜けているので確認していただければと

思います。またそこにリンクして、概要の「真壁や上ノ室などのやや遠方

の」とあるのは、例えばですが、「旧真壁郡、旧新治郡」の方が地理的な

広がりを示せるのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。 

事務局（石橋）：細かい地区名を挙げてしまうと却って伝わりにくい部分があ

るかと思うので、今後説明をするにあたっては旧郡名を用いていきたいと

思います。 

藤川会⾧： ほかにはよろしいでしょうか。では同じように、意見書の案文を

確認していただきたいと思います。（意見書案分読み上げ）いかがでしょ

うか。 

委員一同同意 

会⾧： よろしいでしょうか。では、意見書案はこのとおりといたします。 

事務局（石橋）： 答申案・意見書案は、後日最終確認のものをお送りさせて

いただきます。 

会⾧： それでは、審議会は以上といたします。ありがとうございました。こ

のあとで不殺生界碑を見に行き、解散となります。 

事務局： ありがとうございました。 
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以上 

 



令和５年度第２回つくば市文化財保護審議会 

 

日時：令和５年（2023 年）11 月 21 日（火） 

午前 10 時 00 分 

会場：小田小交流プラザ 

 

 

次 第 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事 

(1) 令和５年度事業中間報告について      

(2) 市指定有形文化財の指定に関する諮問について    

(3) 市認定地域文化財の認定に関する意見聴取について 

(4) 三村山不殺生界碑の現地視察 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

 



資料 1-1 

 

 

令和５年度事業の中間報告について 

 

１ 文化財の調査 

（１）埋蔵文化財調査・保存事業 

   ・各種開発等に伴う取扱事務・調査での業務量増への対応が課題（資料 1-2） 

 

２ 文化財の保存 

（１）民有文化財補助事業 

   ・部材の破損に伴う吉沼八幡神社本殿（県指定）、筑波山神社内厳島神社本殿

（県指定）の令和 7年度以降修理の検討（資料 1-3） 

・旧矢中家住宅（国指定）への防火設備の令和 7年度設置の検討 

・絹本着色愛染明王像（県指定）の令和６年度修理の検討 

 

３ 文化財の活用 

（１）文化財展示講座等事業 

   ・巡回企画展「発掘！！圏央道」と関連する講演会、体験学習を開催 

   ・平沢官衙遺跡や小田城跡での催事を順次開催（資料 1-4） 

   ・11/3 開館の筑波山ゲートパークのつくばジオミュージアム内に、ジオパーク

と関連した文化財の展示を作成 

（２）学校での伝統文化教育支援事業 

・市教育研究会社会科研究部と教員を対象とした社会科研修・巡検会を共催 

   ・生涯学習推進課が実施する「ちびっ子博士事業」（7/22～８/31）に参加 

（３）平沢官衙遺跡再整備事業 

・国庫補助金の減額等に対応し、今年度は土倉茅屋根南側の葺替え工事を主と

して 11 月に着手 



（件）

試掘・確認 立会 市実施
民間事業
調整

R2 2401 209 52 4 39 2 1
R3 2640 270 57 12 44 7 6
R4 2425 310 48 20 50 3 3
R5（10/31まで） 1382 165 52 17 32 5 4

資料1-2

・個人住宅に伴う本発掘調査には市が費用負担して民間委託の余地があるが、小規模な場合は契約事務の手間が
調査の手間を上回ることや、概ね２倍以上の費用を要することから、委託に向く案件が限られる。

開発等に伴う埋蔵文化財取扱い件数の推移

・1件毎の作業量は案件により異なるが、試掘・確認調査で３日～２週間程度、本発掘調査で１週間～３か月程
度のものが多い。

・現在の調査待ち案件は、試掘・確認調査、本発掘調査を含めて34件。

・遺跡の保存方法を判断する試掘・確認調査は、県により市が直接行うこととされている。

・本発掘調査は国庫補助の対象となる個人住宅の場合は市が直接、営利目的の事業の場合は事業者負担による民
間委託で実施している。

本発掘調査実施
照会

（口頭）
照会

（文書）
試掘・確認
調査実施

取扱い必要件数



茨城県指定文化財　筑波山神社境内社厳島神
社本殿　破損状況

　こけら葺き屋根の北西隅のこけらが破損し、
屋根に穴が開いた。現在、鋼板を差し込んで応
急措置しているが、屋根の状況は平静30年度
までに修理した神橋の修理前と似ており、全体
的に傷んでいる。

資料1-3　

令和５年度文化財保存事業

茨城県指定文化財　吉沼八幡神社本殿　破損状況
　以前から継手部分にずれが生じていた北東側破風が、７月に破断した。屋根が大きく下がったた
め、軒先を支柱で支える応急措置と、茅葺屋根の一部解体を行っている。



平沢官衙遺跡万灯夏祭り
（8/19）

小田城秋の陣（10/21）
スポーツ鬼ごっこ風景

ちびっ子博士連携　夏休
み体験（8/2）
拓本作成風景

資料1-4　

令和５年度文化財活用事業



 

 

 

三村山不殺生界碑について 

 

つくば市教育局文化財課 

 

１ 名称・員数  三村山
みむらさん

不殺生界
ふせっしょうかい

碑
ひ

・１基 

 

２ 種   別  有形文化財（工芸品） 

 

３ 所 在 地  つくば市小田 3128 番 

 

４ 所 有 者  個人 

 

５ 概   要 

・ 高さ 1.5ｍ、幅 1.3ｍ、厚さ 0.13ｍで、筑波変成岩で造られている。 

・ 現在は小田集落内に所在しているが、当初は宝篋山麓にあり、運ばれた

と推測される。 

・ 「建長五年 癸丑／三村山／不殺生界／九月十一日」の銘文があり、鎌倉

時代中期の建長五年(1253)に製作された板碑とわかる。 

・ 三村山極楽寺を拠点として関東に大きな影響を与えた、西大寺の高僧で

ある忍性が、不殺生界を定めて寺域の整備したことを裏付けている。 

・ 現在は雨除けの屋根がかけられているが、風雨による経年劣化により表

面が剥がれ落ちやすくなっており、次世代に継承していくには保護策が必

要である。 

 

６ 指定について 

  以下の理由から、指定に相応しいと考えられる。 

・ 関東最古級とされる三村山極楽寺の石造物群の一つに数えられ、年号の 

刻まれた石造物としては市内最古、鎌倉時代の年号を有するものは市内唯 

一である。 

・ 忍性の活動を示す貴重な歴史資料である。 

 ・ 小田地区の鎌倉時代の石造物のうち、石造宝篋印塔・石造地蔵菩薩立 

像・石造灯篭は県指定、石造五輪塔は市指定である。また、土浦市所在で

建長五年の銘を持つ東城寺結界石は県指定である。これらの石造物と重要

性を比較した場合や、他の市指定の板碑と比較しても遜色はない。 



写真

2

三村山不殺生界碑 石碑・覆屋

三村山不殺生界碑全景

三村山不殺生界碑拓本
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